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平成２９年度 第１回尾張旭市介護保険運営協議会会議録  

 

１ 開催日時  

平成２９年７月４日（火）  

開会 午後１時３０分  

閉会 午後３時００分 

２ 開催場所  

市役所 ３階 講堂１  

３ 出席委員  

上田智子、山﨑雅弘、丹羽松弘、土山典子、玉置基、須嵜素夫、平野君惠、 

岩田善保、丹羽睦、長尾みどり、倉田雅生、西脇俊文、服部倫代（計１３名）  

４ 欠席委員  

松尾功、田中美智子（計２名） 

５ 傍聴者数  

２名  

６ 出席した事務局職員  

健康福祉部長 若杉浩二、長寿課長 鶴見建次、長寿課長補佐兼長寿支援係長 

松原友雄、長寿課長補佐兼長寿政策係長 山下由香、介護保険係長 齊塲聡子、

主査 丸田純史、地域包括支援センター所長 木上恒夫、社会福祉協議会生活

支援コーディネーター 星原淳一  

７ 出席した策定事業所員 

  株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 東海支社 

  研究員 土屋志衣乃 

８ 議題  

（１） 会長の選出について（資料１） 

（２） 第７期高齢者保健福祉計画の策定について（資料２） 

（３） 介護予防サービスに関するプラン作成の委託事業所について（資料３） 

（４） 地域密着型サービス事業所の指定（更新）について（資料４） 

９ 会議要旨 

＜ 開  会 ＞ 

事 務 局 

 

 

 

 

 

長寿課長の鶴見です。定刻となりましたので、「平成２９年度

第１回尾張旭市介護保険運営協議会」を開会いたします。 

開会に先立ちまして、健康福祉部長の若杉から挨拶申し上げ

ます。 
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健康福祉部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

＊＊ 健康福祉部長あいさつ ＊＊ 

本日はお忙しい中、平成２９年度第１回尾張旭市介護保険運営

協議会にお集まりいただきありがとうございます。皆様には日頃

から市政に御尽力いただきありがとうございます。今回から委員

１５名のうち５名が新しい委員となり、会長を務めていた若杉委

員が辞職をしました。本日は新たに会長の選出をいたしますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 本年度は介護保険料の改定を含む第７期高齢者保健福祉計画

の策定を予定しています。本市の介護行政、高齢者福祉進展に向

けた実行性の高い計画となるよう、保健・医療・福祉・学識経験

者の専門的な観点や市民代表としての観点からの御審議とお力

添えをお願いし、御意見を賜りたいと思います。 

 

本日は松尾委員、田中委員の２名から、都合により欠席と伺っ

ておりますが、１３名の委員の御出席をいただいており、尾張旭

市介護保険運営協議会規則第５条第２項の規定にある定足数に

達していることを、報告させていただきます。なお、本会議は原

則公開であるため、議事録もホームページで公開します。 

今回、５名の委員の異動がありましたので御紹介します。次第

裏面の尾張旭市介護保険運営協議会委員名簿を御覧ください。森

下委員の後任で山﨑雅弘委員、小川委員の後任で土山典子委員、

若杉委員の後任で玉置基委員、戸松委員の後任で須嵜素夫委員、

下鶴委員の後任で長尾みどり委員が今回より就任します。自己紹

介をお願いします。 

 

＊＊ 新委員あいさつ ＊＊ 

 

なお、事務局職員と地域包括支援センター職員についても変更

がありましたので御紹介します。長寿課長補佐兼長寿政策係長の

山下由香、地域包括支援センター所長の木上恒夫です。どうぞよ

ろしくお願いします。 

本日は第７期高齢者保健福祉計画の策定業務の支援事業所で

ある、株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所の土屋様

にも、御出席いただいています。 

それでは、議事に入る前に、本日の資料の確認をさせていただ

きます。 

 

＊＊ 資料の確認 ＊＊ 

 

それでは、以降の議事進行については、若杉会長の職務代理

者である上田委員にお願いしたいと思います。 
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上 田 会 長 

 

 

 

 

 

岩 田 委 員 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

土 屋 研 究 員 

 

上 田 会 長 

 

玉 置 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

玉 置 委 員 

 

事 務 局 

 

 

それでは、議事に入ります。本日は議題が４件提出されてお

ります。 

それでは、議題⑴「会長の選出について」ですが、資料１を

御覧ください。第４条に「協議会に会長・副会長各１人を置き、

委員の互選により定める。」とあります。推薦はありませんか。 

 

会長には第６期高齢者保健福祉計画の策定に副会長として御

尽力され、高齢者問題や介護について幅広い知識を有している上

田委員を、副会長には松尾委員を推薦します。 

 

＊＊ 一同賛成 ＊＊ 

 

賛成多数により、会長に上田委員、副会長に松尾委員に決定

します。 

 

＊＊ 会長あいさつ ＊＊ 

推挙いただき光栄に思います。これからも皆様の御協力をど

うぞよろしくお願いします。 

 

それでは議事に入ります。議題⑵「第７期高齢者保健福祉計

画の策定について」事務局から説明をお願いします。 

 

＊＊ 事務局説明 ＊＊ 

詳細については、株式会社ジャパンインターナショナル総合研

究所の土屋研究員から説明させていただきます。 

 

＊＊ 土屋研究員説明 ＊＊ 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

今後の協議会の予定と今年度の計画を教えてください。 

 

協議会は全４回を予定しています。その中で、保険料の設定や

介護サービスの需要の見込み量について検討していただきたい

と考えています。 

 

４回で計画は完成するのですか。 

 

４回目は報告のみとなるので、御意見や御検討をいただくの

は、２回目、３回目となります。 
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須 嵜 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

須 嵜 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉 置 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

岩 田 委 員 

 

 

 

第１章について「尾張旭らしい」とはどのようなことを指すの

ですか。 

 

２ページにあるような５つの要素のうち、「医療」という部分

だけ見ても、尾張旭市は開業医が多く、近隣にも大病院が多くあ

るので、医療状況の良さは尾張旭らしさにつながると考えていま

す。また、「持っている地域資源を活かし、足りないところは補

う」ことがその市らしさになると思っています。 

 

第６期までやってきている中で、尾張旭らしさは明確になって

いませんか。 

 

本年度４月から総合事業がスタートし、市町村が地域のニーズ

に合わせ多様なサービスを展開することが求められています。市

では平成１６年に健康都市宣言をし、「まち全体で健康になりま

しょう」という取組を行っています。らくらく筋トレ体操など地

域ごとの取組も総合事業に取り込んでいます。これまでの介護保

険では全国一律の制度でしたが、様変わりしてきています。 

 

総合事業では、要支援者の介護予防の観点や、医療と介護がい

かに連携し支えていくことができるかが課題です。既に尾張旭市

と瀬戸市では、医療と介護の連携を図るべく「電子＠連絡帳シス

テム もーやっこネットワーク」の先進的な取組が進んでいま

す。１１ページの要支援・要介護認定率の分析にもあるように、

本市は認定率が低いので、健康都市施策の効果が出ていると言わ

れています。しかし、高齢化率は上昇してきているので、今後も

介護保険料の増加を予防する施策を実施していくことで尾張旭

らしさが出てくると思います。 

 

５ページ第７期計画のポイントの中で、どこに重点を置くか定

まっていますか。 

 

法律は定まっていますが、法律には概念的なものや基本的な部

分しかありません。時間が経つと具体的な内容が出てくるので、

２回目、３回目以降の会議にまた出していければと考えていま

す。 

 

高齢化が進むことは随分前から指標が出ていましたが、誰かが

やってくれるとしている中でここまで来てしまいました。行政の

方からもっとフィードバックし、それに対して意見を出していき

たいです。 
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西 脇 委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

西 脇 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

５ページⅡ「介護保険制度の持続可能性の確保」の部分で、「２

割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする」とあ

りますが、３割負担となるのは所得がいくらの人ですか。 

 

平成３０年８月に施行予定であり、３割負担に該当する人は年

金収入等の所得が３４０万円以上の人です。 

 

要介護認定は介護認定審査会が決定します。認知症があると要

介護認定を受けることができますが、認知症がないと要支援とな

ります。要支援者が増えている印象を受けます。特別養護老人ホ

ームは要介護３以上の人しか入所できないため現在は空き部屋

があります。認知症があるかないかで認定が違い、要介護３の認

定を受ける人が少なくなりました。要支援の人はサービス付き高

齢者向け住宅に入所し、在宅介護は減っていると感じます。 

近所の八百屋の閉店で買い物が困難になった人、いわゆる買い

物難民の話が出ています。市では何か対策を考えていますか。 

 

買い物難民については、買い物が困難な地域から要望がありま

す。対策として、あさぴー号などの活用を検討しているところで

す。地域の取組として、地域によっては安否確認も含め戸別販売

を行っているところもありましたが、個人商店なので単価が高い

とのことでした。業者が変わってしまうと対応も変わり最近は下

火になっています。公的な取組として、尾張東部流通センターで

月に１回「青空市」を開催しています。しかし、月に１回だと日

常の買回り品を補充するという面では難しいと思います。様々な

方策を組み合わせていくことが必要ですが、形になるまでは時間

がかかりそうです。 

 

様々な生活課題がありニーズがあります。公的サービスだけで

は間に合わなくなっている中で３ページの「地域共生社会の実

現」が重要になっています。皆様からの忌憚のない御意見をお願

いします。 

 

では、次の議題に移ります。議題⑶「介護予防サービスに関す

るプラン作成の委託事業所について」説明をお願いします。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 
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上 田 会 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

上 田 会 長 

 

岩 田 委 員 

 

事 務 局 

 

 

須 嵜 委 員 

 

西 脇 委 員 

 

事 務 局 

 

 

上 田 会 長 

 

須 嵜 委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。

御意見、御質問がないので次の議題に移ります。 

 

議題⑷「地域密着型サービス事業所の指定（更新）について」

事務局から説明をお願いします。 

 

＊＊ 事務局説明＊＊ 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

６年間で検査は何回入る予定ですか。 

 

６年間のうちで最低１回入ります。次の更新までには必ず入り

ます。 

 

「源泉かけ流し天然温泉」とありますが本当に温泉ですか。 

 

本当らしいです。 

 

介護施設について人員基準や介護方法等の確認はしています

が、温泉の成分までは確認していません。 

 

温泉は審査対象ではないということですね。 

 

以前、ＮＨＫの特集で八戸市の健康づくりの取組を取り上げて

いました。要支援や要介護を予防するために健康づくりに力を入

れていることは御存知ですか。 

 

ＮＨＫの特集を観ていないので分かりませんが、尾張旭市では

健康都市を表明し、らくらく筋トレ体操などに取り組んでいま

す。尾張旭市では他の市町で先進事例として取り上げられるよう

なことを既に行っています。今後も、健康な状態を維持し、介護

状態にならないような取組に力を入れていきたいと考えていま

す。 

 

第６期の６５歳以上の介護保険料が月４,８２０円であり、全

国平均５，５００円と比べると低く、本市では健康な高齢者が多

く健康都市施策の効果が表れてきています。次回以降には第７期

保険料の算定も進めていきたいと考えています。 
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丹 羽 委 員 

 

 

 

 

 

西 脇 委 員 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

上 田 会 長  

 

 

 

 介護保険料は最初２，０００円でしたがかなり上がっていま

す。４０歳からではなく２０歳から徴収すればいいと思います。

国民健康保険料も合わせると高いです。 

昨年、地域包括支援センターで９か所の小学校区を回りました

が、校区ごとに置かれた状況がかなり違っていました。 

 

 地区によって、恵まれているところとそうでないところの差が

あるように思います。 

 

地域格差があるので、地域ケア会議や地域の福祉の会議で事務

局から話していただき、協議会の内容も活用し計画に反映してい

ただけたらと思います。よろしくお願いします。他に御意見、御

質問はありませんか。ないようですので、議題を終了させていた

だきます。 

 本日の議題は以上ですが、事務局から今後の日程を含めた連絡

事項等をお願いします。 

 

第２回目の会議は、１１月又は１２月の開催を予定していま

す。議題については、第７期高齢者保健福祉計画の内容が中心と

なります。 

 

これをもちまして、平成２９年度第１回尾張旭市介護保険運営

協議会を終了させていただきます。本日は長時間に渡り審議いた

だきまして、ありがとうございました。 

 

 


